
事 務 連 絡

平成 19年 12月 17日

都 道 府 県 労 働 局

労働基準部労災補償課長 殿

厚生労働省労働基準局

労災補償部補償課長補佐

(医 療 福 祉 担 当 )

通院費の支給等に係る資料の送付依頼について

通院費の支給については､昭和37年 9月 18日付け基発第 951号により

実施 しているところでありますO

つきましては､通院費の支給に係る考え方を検討するに当たって､通院の実

態を把握する必要があることから､下記の資料を取りまとめた上で､平成20

年 1月 18日までに当課医事係あて送付していただくようお願いいたします｡

記

1 送付する資料

(1)別紙 1の一覧表の事案の ｢療養補償給付たる療養の給付請求書｣(以下

｢5号請求書｣という｡)の表の写し

(2)別紙 2の一覧表の事案 (通院費の請求に係るもの)の ｢療養補償給付

たる療養の費用請求書｣又は ｢療養給付たる療養の費用請求書｣(以下｢7
号請求書等｣という｡)の表裏の写し

(3)上記 (2)の7号請求書等の労災保険法施行規則第 12条の2第3項

に基づく移送に要した費用の額を証明する書類の写し

2 留意事項

(1)5号請求書の写しについては､｢労働者の住所｣､｢事業場の所在地｣､

｢指定病院等の所在地｣及び ｢傷病の部位及び状態｣が読めるよう､ま

た､7号請求書等の写しについては､｢労働者の住所｣､｢事業場の所在地｣､

｢病院又は診療所の所在地｣及び ｢傷病の部位及び傷病名｣が読めるよ

う写しを取ること｡

(2)上記 1の く2)の通院費の請求に係る7号請求書等において､医療機

関の所在地等の記入がない場合には､当該請求書の写しに､支給決定し

た際に確認 した資料等により確認の上､赤字で記載すること｡



別紙 1

調査対象の療養補償給付たる療養の給付請求書(5号請求書)
(平成19年10月支給決定分)

(北海道局)


























































































































































































































































